
示現舎。宮部龍彦への公開質問状3の1

示現舎・宮部龍彦（以下宮部と略）への公開質問状2に対して、宮部からの

回答書が、 9月15日付けできた（以下回答書と略)。今回の回答書では、ほと

んど全ての質問に対して、何一つまともな回答はない。 とくに、具体的な質問

点に対して、具体的な回答がない。あるのは、宮部の苛立ちに満ちた感情的作

文である。

こうなると、公開質問状のやりとりとしては、体をなすことが難しい。宮部

には、具体的な質問点について、逃げずに、回答することを求める。そのため、

公開質問状の3においては、ひとつひとつ、項目をしぼって、宮部回答書の矛

盾、問題点を指摘し、再回答を求めることにしたい。そうすることで、宮部の

感情、暴言に惑うことなく、より本性が見えてくるにちがいない。

したがって、今回はひとまず3の1とし、宮部がイの一番に主張する「俺は

部落民だ」というウソについてとりあげる。

回答書において、宮部は、またしても「俺は部落民だ」 と主張する。そして、

「宮部は部落民ではない」 と証言した出身地の近くの住民に八つ当たりし、 「証

言者をだせ」 といきまいている。苛立ち、感情にかられ、故郷の住民にまで敵

意をむきだしにしている。

宮部にひとこと言っておくが、君が部落民ではないことは、故郷の住民の間

ではとっくに知れ渡ったことであり、周知の事実である。それが、人々の口の

端に上るようになったのは、誰あろう、宮部自身が「俺は正真正銘の部落民だ」

などと吹聴するからである。身から出た錆とはこのことだ。それを、逆切れし

て、住民に毒つくとは、いかにも宮部らしいが、 「誰が言ったのか」 と問われれ

ば、それは君の故郷の全住民だと言っておこう。

宮部がこの点でいたく気に病んでいるので、逆に聞こう。宮部よ、君があく

までも「部落民だ」と言い張るなら、君こそ、その証人を下味野の住民から一

人でも出してみよ。 自分で、故郷の住民をくまなく回り、 自分の評判を聞いて

くればいいのだ。

＝

さて、回答書では、次の何点かで、 こちらの質問には何一つ答えず、回答の

欠片もない。

（1）宮部の出身の住所を、全国連が、鳥取市下味野415番地の1と表記し

たことについて、そしてそこは、明白に被差別部落ではないと指摘した

ことについて、具体的な反論がない。具体的に反論できないのか。 「部落



探訪」で、散々各地の被差別部落を晒しものにし、他人の住所氏名を勝

手に暴露して悦に入っているくせに、 自分のことになると逃げ回る。 と

んだお笑い草ではないか。

（2）宮部の父親の職業について、全国連が、ジビエを趣味にしているに過ぎ

ず、それをもって「屠殺業」というには、針小棒大にも程があると指摘

したことに対して、全く反論がない。何も反論がないということは、全

国連の指摘通りということか。しかし、これは宮部のほうから、第1次

質問状への回答として言いだしたことである。それに全国連が正解を出

したに過ぎない。まさか、真相が簡単にばれるとは思っていなかったの

か。何一つ反論ができないなら、 「父親が屠殺業」というウソをついたこ

とを認め、はっきりと撤回せよ。

（3）土地改良の件について、これも全く反論がない。宮部は、 自分の親の士

地が、同和対策事業で改良工事に付されたので、それをもって「俺は部

落民だ」 という根拠のひとつに主張した。しかし、全国各地、同和対策

事業での士地改良に際して、同和地区だけでは土地が狭く改良事業が困

難なことから、近隣の一般地区の土地も一部に含めて工事が成立するこ

とは、ままあることである。こんなことは、世間の常識の範囲だ。宮部

が、 自分のウソの陣立てにするには、余りにもお粗末というもの。この

点も、宮部自身の浅はかさ故、身から出た錆だ。何一つ反論ができない

なら、 ウソを認め、はっきりと撤回せよ。

以上、 3点について、再度質問し、宮部の回答ないし態度表明を求める。

なお、言うまでもないが、これら3点は、宮部の「俺は部落民だ」 という主

張の是非を洗い出す決定的な論点である。このまま、宮部が具体的な反論がで

きなければ、即ち、宮部はウソつきであると、満天下に晒すものとなろう。

11月15日を期限として回答を求める。
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